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ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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務
課
）
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１

公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
1
9
年
３
月
９
日秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規

則
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
第
４
号
中
「
許
可
」
の
次
に
「
及
び

指
導
」
を
加
え
、
同
条
少
年
課
の
項
第
７
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
７
）
第
４
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
少
年
を
被
害
者
と
す
る
犯
罪
の

防
止
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
１
鹿
角
警
察
署
の
項
中
「
花
輪
駅
前
交
番
」
を
「
花
輪
交
番
」

に
、
「
鹿
角
市
花
輪
字
下
中
島
1
0
番
地
」
を
「
鹿
角
市
花
輪
字
下
中
島
8
1
番

１
」
に
改
め
、
同
表
湯
沢
警
察
署
湯
沢
北
交
番
の
項
中
「
湯
沢
市
岩
崎
字
森

合
1
7
8
番
地
」
を
「
湯
沢
市
杉
沢
字
戸
石
崎
９
番
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
１
湯
沢
警

察
署
湯
沢
北
交
番
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
1
9
年
３
月
1
0
日
か
ら
、
同
表
鹿

角
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定
は
同
月
1
5
日
か
ら
施
行
す
る
。
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